
議 事 日 程

第３回定例会

R４.３.11 午前 10 時

Web 開催

１ 審議事項

２ 報告事項

（１） 議案第 10 号

狛江市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則

（２） 議案第 11 号

狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金支

給事業実施要綱

－議会報告－

（１） 令和４年度狛江市一般会計予算（教育委員会関連）について

－行政報告－

な し

－事務報告－

（１） 体育施設の予約について

（２） 学習フリースペース事業の本格実施について



議案第 10 号

狛江市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年３月 11日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

特別支援学級において使用する教科書の採択に係る分掌事務について，所要

の改正を行う。



狛江市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則

令和４年 月 日

教育委員会規則第 号
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付 則

この規則は，令和４年４月１日から施行する。

4



議案第 11 号

狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金支給事業

実施要綱

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年３月 11日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

体育施設指定管理者に対する，新型コロナウイルス感染拡大防止及び経営支

援のための応援給付金支給事業に関して必要な事項を定める。



狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金支

給事業実施要綱

令和４年 月 日

教育委員会要綱第 号

（目的）

第１条 この要綱は，体育施設指定管理者に対し，予算の範囲内において，狛江

市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金（以下「給付

金」という。）を支給し，新型コロナウイルス感染拡大を防止するとともに，

その経営を支援するため，狛江市補助金等交付規則（昭和43年規則第８号）に

定めるもののほか，必要な事項を定めることを目的とする。

（対象者）

第２条 市長は，狛江市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

（平成16年条例第27号）第６条第１項の規定による指定書の交付を受けている

者のうち次の各号のいずれにも該当するものに給付金を支給する。

(１) 狛江市からの感染症対策に係る施設の休止要請に協力し，かつ，再開後

の体育施設において感染拡大防止対策を講じている者

(２) 今後も事業を継続して行う意思を有する者

（給付金の額）

第３条 給付金の支給額は，900万円とする。

（申請）

第４条 第２条に規定する対象者（以下「申請者」という。）は，給付金の支給

を受けようとするときは，狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定

管理者応援給付金申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）及び狛江市

体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金請求書（第２号

様式）を市長に提出しなければならない。

（交付決定等）

第５条 市長は，申請書を受理したときは，速やかに交付の可否を決定し，適当

と認めるときは，狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応

援給付金支給決定通知書（第３号様式）により申請者へ通知し，遅滞なく指定

の口座に振り込むものとする。

２ 市長は，給付金の交付が適当でないと認める場合は，狛江市体育施設新型コ

ロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金不支給決定通知書（第４号様

式）により，申請者へ通知するものとする。

（委任）

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。

付 則

１ この要綱は，公布の日から施行する。

２ この要綱は，令和４年３月31日限り，その効力を失う。
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第１号様式（第４条関係）

年 月 日

狛江市長 宛て

狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金申請書

狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金について，狛江市体育施設

新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金支給事業実施要綱第４条の規定により，下記

のとおり申請します。

記

この申請書に次の書類を添付の上，提出してください。

・体育施設における新型コロナウイルス感染防止対策の概要

住 所
〒

狛江市

指定管理者名

代表者名

電話番号

申 請 額 円
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第２号様式（第４条関係）

年 月 日

狛江市長 宛て

申請者

住所

指定管理者名

代表者名

狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金請求書

狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金について，狛江市体育施設

新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金支給事業実施要綱第４条の規定により，下記

のとおり請求します。

記

指定する振込先の口座

金融機関名

銀 行

信用金庫

農 協

本 店

支 店

預金種目 普通 ・ 当座 ・ 貯蓄 ・ その他

口座番号 （右詰めで御記入ください。）

フリガナ

口座名義

請求額 円
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第３号様式（第５条関係）

狛 発第 号

年 月 日

様

狛江市長

狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金支給決定通知書

年 月 日付けで申請のありました狛江市体育施設新型コロナウイル

ス感染症対策指定管理者応援給付金について，狛江市体育施設新型コロナウイルス感染

症対策指定管理者応援給付金支給事業実施要綱第５条第１項の規定により，下記のとお

り決定したので通知します。

記

交付決定額： 円
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第４号様式（第５条関係）

狛 発第 号

年 月 日

様

狛江市長

狛江市体育施設新型コロナウイルス感染症対策指定管理者応援給付金不支給決定通

知書

年 月 日付けで申請のありました狛江市体育施設新型コロナウイル

ス感染症対策指定管理者応援給付金について，狛江市体育施設新型コロナウイルス感染

症対策指定管理者応援給付金支給事業実施要綱第５条第２項の規定により，下記の理由

で支給しないことを決定したので通知します。

記

理由
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■教育部　令和４年度予算要求重点項目

No. 課名 新/拡充 事業名
予算要求額
（千円）

主な取組内容

1 新規 コミュニティ・スクール 2,488 中学校区を中心とした４つのゾーンに学校運営協議会を設置

2 拡充
学校維持管理費
（小学校・中学校）

(小)269,521
(中)128,221

救助袋更新　（小）2,550，（中）847
（狛江第三小学校：２箇所，狛江第五小学校，狛江第一中学校：
各１箇所）

3 拡充 学校管理用備品整備 8,833 狛江第一小学校150周年記念整備　1,100

4 拡充 教育振興費 30,198 ブラスバンド整備（狛江第三小学校）

5 拡充
就学援助
（小学校・中学校）

(小)26,315
(中)27,887

所得基準を第76次改定生活保護基準の1.4倍へ拡充

6
学校給食費
（小学校・中学校）

(小)443,207
(中)191,143

給食費の就学援助からの振替の実施

7 教育支援課 拡充 就学相談関係費 8,746 就学相談発達検査専門員の配置　680

8 連合行事･音楽鑑賞関係費 3,058 小・中学校音楽鑑賞教室演奏委託　2,835

9 拡充 国際理解教育促進 13,566 オンラインスピーキング(OST)実施委託 ＋526(1,980)

10 拡充 情報教育推進費 223,864 ICT支援員の体制強化や通信環境の改善等

11 拡充
児童・生徒の実態把握に係
る調査

6,733 学力検査に中学１年生の英語を追加

12 拡充
オリンピック・パラリンピック
教育推進

5,800 豊かなスポーツライフ充実事業実施委託　5,500

13 拡充
地域学校協働活動推進事
業

2,620 地域コーディネーター 1人→10人（全小中学校）

14 拡充 文化財保護関係費 7,386
万葉歌碑ガイド　91
歩こう！狛江の古墳パンフ　87

15 拡充 埋蔵文化財保護関係費 23,265
多摩川住宅建替えに伴う市内遺跡発掘調査　4,789
(仮)白井塚古墳公園整備に伴う発掘調査支援業務委託　17,906

16 拡充 古民家園管理運営費 35,093
旧荒井家住宅主屋茅葺屋根の修繕　20,845
古民家園開園20周年記念式典　770

17 西河原公民館管理費 56,249 多目的ホール舞台照明更新等

18 拡充 公民館運営費 28,749 ホームルータ―借上　47

19 拡充 情報学習事業 1,323 スマホ講座１回⇒3回　＋57(254)

20 拡充 居場所事業 545 学習フリースペース本格実施

21 拡充 中央図書館運営費 73,776 電子雑誌閲覧サービス　660

22
新図書館整備基本構想検
討委員関係費

135 新図書館整備基本構想検討委員会

学校教育課

指導室

社会教育課

公民館

図書館

議会報告(１)



学習フリースペース事業の本格実施について

【概要】

児童・生徒及び学生の健全育成に資することを目的に試行で実施している学習フリー

スペース事業を本格実施する。

【試行実施】

（期間）令和3年11月 1日 ～ 令和4年3月 31日

（実績）延べ32人（令和4年２月28日まで）

【本格実施開始日】

令和4年４月1日

【対象者】

小学生～大学生 ※大人も受け入れ可能

【協力】

こまえ学習サポートプロジェクト

【実施場所】

中央公民館2階 第一会議室又は第三会議室

【実施頻度】

週１回程度（月５回程度）

【実施時間帯】

・平日（16：00～20：00）

・土日祝日及び夏休みなど長期休業期間（10：00～17：00）

【その他】

・施設の予約状況によって、場所・日程・時間帯が変更となる場合がある。

・本格実施に向けてWi-Fi 環境を整備する。

事務報告(２)


